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伊勢市公印規則及び伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係るデ

ータ保護管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 27 年 10 月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第 34 号

伊勢市公印規則及び伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係

るデータ保護管理規則の一部を改正する規則

（伊勢市公印規則の一部改正）

第１条 伊勢市公印規則（平成 17 年伊勢市規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表市長印の項中「住民基本台帳カード」の次に「及び通知カードの」

を加え、市長印（市長の氏）の項中「戸籍原本」を「戸籍の原本」に改

め、市長職務代理者印（市長職務代理者の氏）の項中「戸籍の原本、戸

籍の副本及び住民基本台帳カード」を「戸籍の原本及び副本並びに住民

基本台帳カード及び通知カードの」に改める。

（伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータ保護管理規則

の一部改正）

第２条 伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータ保護管理

規則（平成 17 年伊勢市規則第 89 号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「指定情報処理機関サーバ」を「機構サーバ」に、「第

30 条の５第１項」を「第 30 条の６第１項」に、「委任都道府県知事（法

第 30 条の 10 第３項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。）」

を「都道府県知事」に、「指定情報処理機関（法第 30 条の 10 第１項に規

定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。）」を「地方公共団体情報シ

ステム機構（以下「機構」という。）」に改め、「並びに」の次に「市区町

村長、」を加え、「指定情報処理機関が」を「機構が」に、「第 30 条の８

第３項又は法第 30 条の 11 第９項」を「第 30 条の 15 第３項又は第４項」

に改め、同条第２号中「並びに」を削り、「行い」の次に「、並びに機構

に個人番号とすべき番号の生成（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第８条第
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１項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。）のた

めに必要な情報を通知し、及び機構から個人番号とすべき番号の通知（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

施行令（平成 26 年政令第 155 号）第９条の規定による通知をいう。以下

同じ。）を受け」を加え、同条第３号中「委任都道府県知事にあっては、

指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条第４号中「指定情報処理機

関サーバ」を「機構サーバ」に、「委任都道府県知事」を「都道府県知事」

に、「行う」を「行い、並びに市区町村長から個人番号とすべき番号の生

成のために必要な情報を受け、及び市区町村長に個人番号とすべき番号

の通知を行う」に、「指定情報処理機関の」を「機構の」に改め、同条第

５号中「都道府県知事若しくは指定情報処理機関が」を「機構が」に、

「指定情報処理機関の」を「機構の」に改める。

第 25 条第１項中「指定情報処理機関」を「機構」に改め、同条第３項

中「地方公共団体情報システム機構」を「機構」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムの緊急時対応計画に関する規

程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成 27 年 10 月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市訓令第７号

伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムの緊急時対応計画に関す

る規程の一部を改正する訓令

伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムの緊急時対応計画に関する規

程（平成 17 年伊勢市訓令第 28 号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 30 条の 10

第 1 項に規定する指定情報処理機関」を「地方公共団体情報システム機構」

に改める。

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。
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伊勢市告示第 96 号

次の自動車臨時運行許可番号標は、紛失の届出により回収不能となった

ため、無効とします。

平成 27 年 10 月２日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 紛失番号標番号

三重 30-29 伊勢（１枚）

２ 失効年月日

平成 27 年 10 月２日

３ 貸与年月日

平成 27 年８月 18 日
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伊勢市告示第 97 号

平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第

３条第１項の規定により、平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率を次

のとおり公表します。

平成 27 年 10 月 13 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

（単位：％）

（注）数値が算定されない場合は、「－」で表記

項 目 比率
上段：早期健全化基準

下段：財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 －
11.81

20.00

連結実質赤字比率 －
16.81

30.00

実 質 公 債 費 比 率 4.7
25.0

35.0

将 来 負 担 比 率 －
350.0
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伊勢市告示第 98 号

平成 26 年度決算に基づく資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第

22 条第１項の規定により、平成 26 年度決算に基づく資金不足比率を次の

とおり公表します。

平成 27 年 10 月 13 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

（単位：％）

（注）数値が算定されない場合は、「－」で表記

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

病 院 事 業 会 計 －

20.0

水 道 事 業 会 計 －

下水道事業会計 －

認知症対応型共同

生活介護事業会計
－
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伊勢市教育委員会告示第 12 号

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。

平成 27 年 10 月 13 日

伊 勢 市 教 育 委 員 会

委員長 畠 中 節 夫

記

１ 日 時 平成 27 年 10 月 19 日（月）午後７時 00 分

２ 場 所 伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室

３ 会議に付する事件

議案第 35 号 伊勢市立公民館の指定管理者の指定について

議案第 36 号 伊勢市学習等供用施設の指定管理者の指定について

議案第 37 号 伊勢市子ども読書活動推進会議条例施行規則の制定につ

いて
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伊勢市選挙管理委員会告示第 46号

平成 27年９月１日現在で調製した三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧

日時及び場所を、下記のとおり定めます。

平成 27 年 10 月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 縦 覧 日 時 平成 27年 10 月 20 日（火）から 11 月３日（火・祝）までの間、

毎日午前８時 30 分から午後５時まで

２ 縦 覧 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29 号

伊 勢 市 役 所 東 庁 舎 ４ 階

伊勢市選 挙管理委員会室

（休日は、本庁舎１階守衛室）
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伊勢市選挙管理委員会告示第 47号

平成 27年 11 月９日に任期満了の東大淀土地改良区総代選挙を、下記のとおり執行

します。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 選 挙 期 日 平成 27 年 10 月 19 日（月）

２ 投 票 時 間 午前９時から午後２時まで

３ 選挙すべき総代数 30人
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伊勢市選挙管理委員会告示第 48号

平成 27年 10 月 19 日執行の東大淀土地改良区総代選挙における選挙長の行う告示

は、伊勢市公告式条例によります。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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伊勢市選挙管理委員会告示第 49号

平成 27年 10 月 19 日執行の東大淀土地改良区総代選挙における候補者届出書等の

提出場所を、下記のとおり定めます。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

提 出 場 所 伊勢市東大淀町 485 番地

東大淀土地改良区事務所
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伊勢市選挙管理員会告示第 50 号

平成 27年 10 月 19 日執行の東大淀土地改良区総代選挙における候補者届出書等の

様式を、下記のとおり定めます。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 候補者届出書

公職選挙法施行規則別記第 19号様式のうち添付書類欄を除き横書きとし、

これを準用する。

２ 候補者辞退届出書

公職選挙法施行規則別記第 16号様式の 17を横書きとし、これを準用する。
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伊勢市選挙管理委員会告示第 52号

平成 27年 10 月 19 日執行の東大淀土地改良区総代選挙における選挙長及び同職務

代理者を、下記のとおり選任します。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

選 挙 長 選挙長の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 森嶋 満 省略 濵口 仁
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伊勢市選挙管理委員会告示第 53号

平成 27年 10 月 19 日執行の東大淀土地改良区総代選挙における選挙立会人を、

下記のとおり選任します。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

選 挙 立 会 人

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 西村 登志一 省略 西村 和久
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伊勢市選挙管理委員会告示第 54号

東大淀土地改良区総代選挙における投票用紙の様式を別紙のとおり定めます。

平成 27 年 10 月 12 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

20



【別 紙】
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東大淀土改選選挙長告示第１号

　平成27年10月19日執行の東大淀土地改良区総代選挙における候補者として、下記のとおり届出がありました。

　　平成27年10月13日

東大淀土地改良区総代選挙

記

届出 届出 届出 性 満

受理 住　　　　所 生年月日 年 党　派 職　　業

番号 月日 の別 別 令

1 10.13 本人 北村
きたむら

　真
ま

佐
さ

規
き

男 省略 S31.９.18 59 無所属 農業兼会社員

2 10.13 本人 和田
わ だ

　　勉
つとむ

男 省略 S18.11.13 71 無所属 農　　業

3 10.13 本人 角
すみ

　　一幸
かずゆき

男 省略 S38.４.18 52 無所属 農業兼会社員

4 10.13 本人 村井
む ら い

　正利
まさとし

男 省略 S36.８.31 54 無所属 農業兼会社員

5 10.13 本人 藤井
ふ じ い

　一範
かずのり

男 省略 S37.７.４ 53 無所属 農業兼会社員

6 10.13 本人 上井
う え い

　晃
こうじ

治 男 省略 S31.３.27 59 無所属 農　　業

7 10.13 本人 西村
にしむら

　　健
たけし

男 省略 S16.11.５ 73 無所属 農　　業

8 10.13 本人 戸上
と が み

　定章
さだあき

男 省略 S24.７.21 66 無所属 農　　業

9 10.13 本人 南
みなみ

　　紀
とし

次
つぐ

男 省略 S31.２.18 59 無所属 農業兼会社員

10 10.13 本人 西村
にしむら

　武雄
た け お

男 省略 S13.１.６ 77 無所属 農　　業

11 10.13 本人 戸上
と が み

　達志
た つ し

男 省略 S26.３.24 64 無所属 農業兼会社員

12 10.13 本人 西村
にしむら

　　正
ただし

男 省略 S24.６.27 66 無所属 農　　業

13 10.13 本人 岩田
い わ た

　雅
まさ

良
 よし

男 省略 S37.10.13 53 無所属 農業兼会社員

14 10.13 本人 北村
きたむら

　安弘
やすひろ

男 省略 S26.７.７ 64 無所属 農　　業

15 10.13 本人 村井
む ら い

　正明
まさあき

男 省略 S21.10.18 69 無所属 農　　業

16 10.13 本人 口
はまぐち

　　誠
まこと

男 省略 S31.12.27 58 無所属 農業兼歯科医師

17 10.13 本人 戸上
と が み

　　至
いたる

男 省略 S10.３.25 80 無所属 農　　業

18 10.13 本人 西村
にしむら

　勝良
かつよし

男 省略 S32.10.13 58 無所属 農業兼会社員

19 10.13 本人 北村
きたむら

　　博
ひろし

男 省略 S27.10.18 63 無所属 農業兼会社員

20 10.13 本人 上島
うえしま

　　登
のぼる

男 省略 S13.１.16 77 無所属 農　　業

21 10.13 本人 森
もり

　　生
た か お

男 省略 S15.４.19 75 無所属 農　　業

22 10.13 本人 山本
やまもと

　　勇
いさむ

男 省略 S14.11.１ 75 無所属 農　　業

23 10.13 本人 中谷
なかたに

　司
た か し

男 省略 S16.12.21 73 無所属 農　　業

24 10.13 本人 戸上
と が み

　　
たかし

男 省略 S27.５.24 63 無所属 農　　業

25 10.13 本人 中村
なかむら

　和之
かずゆき

男 省略 S29.２.10 61 無所属 農　　業

26 10.13 本人 山口
やまぐち

　善政
よしまさ

男 省略 S24.２.15 66 無所属 農　　業

27 10.13 本人 中村
なかむら

　　宏
ひろし

男 省略 S16.４.５ 74 無所属 農　　業

28 10.13 本人 原
ふじわら

　　均
ひとし

男 省略 S34.11.20 55 無所属 農業兼会社員

29 10.13 本人 
つじ

　　幸一
こういち

男 省略 S23.10.21 66 無所属 農　　業

30 10.13 本人 橋爪
はしづめ

　忠司
た だ し

男 省略 S13.1.14 77 無所属 農　　業

　　　選 挙 長　　　森　嶋　　満

候 補 者 氏 名
　ふ　 り 　が 　な
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東大淀土改選選挙長告示第２号

平成27年10月19日執行の東大淀土地改良区総代選挙において、届出のあった候補者

がその選挙における総代の定数を超えないため、投票は行いません。

平成27年10月13日

東大淀土地改良区総代選挙

選挙長 森 嶋 満
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東大淀土改選選挙長告示第３号

平成27年10月19日執行の東大淀土地改良区総代選挙における選挙会の日時及び場所

を、下記のとおり定めます。

平成27年10月13日

東大淀土地改良区総代選挙

選挙長 森 嶋 満

記

１ 日 時 平成27年10月19日（月） 午前10時

２ 場 所 伊勢市東大淀町201番地１

東大淀町民会館
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伊勢市公告第 70 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規

定により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19

条の規定により公告します。

平成 27 年 10 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第 71 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条

第８項の規定により公告します。

平成 27 年 10 月７日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 27 年 10 月５日

３ 抑留期限 平成 27 年 10 月 13 日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 御薗町高向 雑種 薄茶 雄 小
91 日

以上
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伊勢市公告第 72 号

公 示 送 達

下記の者の平成 27 年度国民健康保険料納入通知書は、住所、居所等が

不明のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和 33 年法

律第 192 号）第 78 条において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）

第 20 条の２の規定により、公示送達をします。

なお、当該書類は、健康福祉部医療保険課に保管してありますから、来

庁の上、受領してください。

平成 27 年 10 月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 公示送達を受けるべき者の氏名及び住所

氏 名 住 所 記号番号

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略
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伊勢市教育委員会公告第３号

いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）第 12 条の規定により伊

勢市いじめ防止基本方針を定めたので、次のとおり公表します。

平成 27 年 10 月１日

伊 勢 市 教 育 委 員 会

委員長 畠 中 節 夫

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市教育委員会事務局学校教育課に

備え置いて縦覧に供します。
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伊勢市監査委員公表第５号

平成２６年度定期監査等結果（後期）（意見）に対する措置状況を、地方自

治法第１９９条第１２項の規定により、別紙のとおり公表します。

平成２７年１０月１４日

伊勢市監査委員 畑 芳嗣

伊勢市監査委員 中 井 豊

伊勢市監査委員 佐之井 久紀
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定期監査等結果（後期）に対する措置状況

定期監査

【都市整備部】

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

監理課 （１）県営事業地元負担金につい

ては、維持費が積算されていない

か十分精査するとともに、負担率

の引き下げについても県内市町

と連携のうえ要望されることを

望む。

「検討中」

県施行の工事に伴う県営事業地元負担金

については、工事の内容が確認できる資料

を県に請求し、維持費が積算されていない

か確認を行いました。

なお、負担率の引き下げについては、県

内市町と連携し、適切な時期に要望を検討

します。

都市計画課 （１）空き家対策については、「空

家等対策の推進に関する特別措

置法」の施行に伴い、市の横断的

な体制を早急に整えられること

を望む。

※平成 27 年度より空家対策の所管

課が建築住宅課に変更されたため、

措置状況は建築住宅課の欄に掲載

しています。

交通政策課 （１）観光交通対策特別会計は消費

税の課税対象事業であることから、

関係機関との協議を十分に行い経

費削減に取り組まれたい。

（２）事務補助団体の事業費に余剰

が出た場合は、安易に次年度へ繰り

越さず、負担金の支出先へ払い戻す

ことを検討されたい。

「実施中」

関係機関との協議を行い、平成 27 年度

から消費税削減の取り組みをしています。

「実施中」

事業費に余剰が出た場合は、事務補助団

体の事業に支障をきたさない範囲で払い

戻すよう努めます。

用地課 （１）法定外公共物は地積が確定さ

れていないため、処分にあたって

は、境界確定、求積など、より慎重

な対応を望む。

「実施中」

適切な境界立会いを実施し処理を行っ

ています。

建築住宅課 （１）市営住宅の管理については現

在指定管理にて行っているが、費用

対効果について十分に検証される

よう望むものである。

「検討中」

市営住宅の管理については、指定管理制

度の導入により、住宅使用料の収納率の向

上や修繕等への素早い対応等、一定の効果

を上げていると考えています。今後、指定
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【二見総合支所】

（２）住宅使用料及び住宅新築資金

等貸付事業償還金の収入未済額に

ついては、引き続き訴訟も視野に入

れた交渉により解消を目指し努力

されることを望む。

（３）収入未済額の中には回収不能

なものが相当額含まれていること

から、事務の効率化及び債権管理の

適正化の観点からも、回収不能な未

収金については債権放棄が可能な

条例の早期整備を関係課と協議の

うえ実施されることを望む。

（４）空き家対策については、「空

家等対策の推進に関する特別措置

法」の施行に伴い、市の横断的な体

制を早急に整えられることを望む。

管理者の更新に際しては、費用対効果の検

証を行いながら、選定を行います。

「実施中」

本人及び相続人への納付指導・請求のほ

か、連帯保証人への納付指導依頼及び請求

を実施するとともに、本人・保証人・相続

人の実態調査、納付再開に向けた督促の強

化を図っています。また、高額滞納者には

訴訟も含め交渉を行っています。

「検討中」

適正な債権管理を行うため、関係各課と

勉強会を開催し、それぞれの課題の整理を

行っているところです。私債権の債権放棄

が可能な条例の整備については、制定され

ている自治体の状況を検証しながら、研究

を行います。

「実施中」

平成 27 年度から所管課が都市計画課か

ら建築住宅課に変更になりました。以前か

ら開催している空家対策の検討会の構成

メンバーも増やし、今後の空家対策の推進

に向け体制を整えています。

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

地域振興課 （１）指定管理業務の経理状況につ

いては常に把握し検証するととも

に、更新の際には実績に基づいた指

定管理料を算定されることを望む。

「実施中」

毎月、指定管理者から業務報告書により

実施状況を検証しています。

監査後は、一層の管理業務の適正を期す

るために、経理状況についても検証してい

ます。

また、指定管理料の適正性については、

経理状況により、資金運用等の状況把握が

可能なため、指定管理者が安定した運営が

できるよう適正額を算定し更新していき
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【上下水道部】

ます。

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

水道事業 （１）水道料金については、利用者

負担の公平性を図るためにも、引き

続き収入未済額の解消に努められ

たい。

（２）収入未済額の中には回収不能

なものが相当額含まれていること

から、事務の効率化及び企業会計に

おける真実性の原則の観点からも、

回収不能な未収金については債権

放棄が可能な条例の早期整備を関

係課と協議のうえ実施されること

を望む。

「実施中」

滞納繰越分の滞納者に対する強制停水、

戸別訪問、電話催告を強化するとともに、

新たな長期滞納者を発生させないよう、早

期の催告を行うことにより、収納の確保に

努めています。

また、水道料金の徴収等については、民

間委託を行っているので収納率の向上に向

けた対策の是正を求めています。

「検討中」

適正な債権管理を行うため、関係各課と

勉強会を開催し、それぞれの課題の整理を

行っているところです。私債権の債権放棄

が可能な条例の整備については、制定され

ている自治体の状況を検証しながら、研究

を行います。

下水道事業 （１）下水道事業において接続率は

経営を左右する重要な指標のひと

つである。その向上を図るために説

明会や広報誌で周知を図り、戸別訪

問を行うなど地道な活動を継続さ

れているが、さらに全職員が一丸と

なって創意工夫を重ね普及啓発活

動に取り組まれることを望む。

（２）下水道事業受益者負担金及び

「実施中」

下水道事業における営業収益の柱は下水

道使用料であり、接続率を上げて有収水量

を増加させることが経営安定の必要条件で

す。接続率向上の取り組みとしては、供用

開始説明会の場で整備効果をいち早く発現

させるため早期接続に理解を求めているほ

か、広報・ケーブルテレビ等で下水道の役

割や効果をアナウンスし、未接続となって

いる世帯へは戸別訪問により接続を促す活

動を継続的に行っています。今後も粘り強

く戸別訪問を行うなど下水道への理解を求

め、接続率の向上につなげる努力を行って

参ります。

「実施中」
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【教育委員会事務局】

下水道使用料については、利用者負

担の公平性を図るためにも、債権回

収対策室との連携を密に図り、引き

続き収入未済額の解消に努められ

たい。

滞納繰越分の滞納者に対する戸別訪問、

電話催告を強化するとともに、新たな長期

滞納者を発生させないよう、早期の催告を

行うことにより、収納の確保に努めていま

す。

下水道使用料の徴収等については、民間

委託を行っているので収納率の向上に向け

た対策の是正を求めています。

下水道事業受益者負担金及び下水道使用

料の悪質な滞納者に対しては、債権回収対

策室へ移管し滞納処分を実施しています。

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

教育総務課 （１）学校適正配置計画を進めてい

るが、統廃合に伴う廃校施設の跡地

利用についてもその方向性を早期

に検討されることを望む。

「実施中」

今後も地域の要望等を十分把握すると

ともに、市としての活用、地域での活用、

民間での活用などの検討を庁内調整会議

等において関係各課と協議・調整しながら

進めます。

学校教育課 （１）給食共同調理場等において、

検食以外に職員及び委託業者の従

業員が複数人給食を食しているが、

材料費のみしか経費を負担してい

ないため、その経費負担のあり方に

ついて検討されたい。

「実施中」

検食以外に給食を食している職員及び

委託業者の従業員については、給食業務に

携わるそれぞれの立場から給食の出来栄

え等を検証したり話し合うことで、調理や

指導の改善等に活かしています。

また、学校現場の職員については、担任

とともに給食の配膳指導を行ったり、担任

に代わって教室で給食を食べたり、食器等

の片付けの指導等を行ったりしています。

関係する複数人が食することで、安全性

や出来栄え確認の確実性も増すことから、

検食当番以外であっても業務の一環とと

らえており、経費負担については、同額で

問題ないと考えています。

文化振興課 （１）尾崎咢堂記念館に所蔵の遺品

等については、市の教育、学術、文

化の貴重な財産であり、十分活用さ

「実施中」

○所蔵品の活用

所蔵品につきましては、常設展や企画展
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随時監査（工事監査）

【鹿海町排水路整備工事】

れるとともに保存には万全を期さ

れたい。

また、記念館へ観光客を誘導する方

策を検討されるよう望むものであ

る。

の際に展示紹介を行い、引き続き、活用を

図ってまいります。

○所蔵品の管理

所蔵庫内の温湿度については、学芸員が

定期的に巡回し、室内環境の状況等を確認

しております。所蔵品につきましては、引

き続き、適切な管理に努めてまいります。

○観光客の誘導

市ＨＰを通じ、施設の情報を定期的に発

信しています。また、市や県が作成する観

光案内パンフレットに施設情報を掲載す

るとともに、みえ旅案内所にも位置づけら

れています。

引き続き、観光部署と連携を図り、観光

客の誘導に努めてまいります。

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

農林水産課 （１）設計図面に一部、分かりにく

い箇所があるが、このような部分に

ついては事業着手時に監督員より

詳細な現場説明と CAD 拡大図面に

より指示確認を行っているとのこ

とである。不明確な図面は誤った施

工を招く遠因ともなるものである

ため、今後は図面に注記を付けるな

り、特記仕様書に記載する等の措置

が望まれる。

（２）仕様については、市の統一さ

れたチェックマーク方式の特記仕

様書（施工条件明示一覧表）により

施工条件が明確に示されているが、

土木工事は現場に合わせた特注品

であり現場に応じた仕様を明示す

「検討中」

設計図面の分かりにくい箇所について

は、今後、詳細な拡大図面の添付及び図面

に注記の記載を行います。

また、特記仕様書の記載事項や記載内容に

ついては、庁内の関係課とともに検討して

いきます。

「検討中」

特記仕様書の記載事項や記載内容につ

いては、庁内の関係課とともに検討してい

きます。

また、今後、必要に応じて図面に注記す

るように工夫します。
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【倉田山公園進入路ほか整備工事】

る必要がある。すべてを特記仕様書

（施工条件明示一覧表）や工事実施

時の「監督員指示」に委ねるのでな

く、最低限必要な事項は別途の「特

記仕様書」に記載するなり、図面に

注記を付けることを工夫されたい。

（３）工事監督に関する書類につい

ては、打ち合わせ簿、指示書など工

事監理記録は都度記入され、課長ま

で押印確認されるなどよく整理さ

れているが、今後工程が混み合って

くることが予測されることから、引

き続きその都度記録に残すととも

に課内での情報共有に努められた

い。

（４）地域の生活道路に接続してい

るところは交通量がかなりあるた

め、工事用車両との動線が重なる場

合が想定される。一般交通の支障と

ならないよう注意看板等で十分周

知を図るよう配慮すること。

「措置済み」

引き続き工事監理記録を打ち合わせ簿

として残し、課長まで押印確認するととも

に情報共有に努めています。

「措置済み」

施行箇所の現場パトロールを行い、交通

状況を把握し、一般交通の支障とならない

よう注意看板等を設置しています。

所管課等 監査結果（後期）（意見） 措 置 状 況

基盤整備課 （１）仕様については、市の統一さ

れたチェックマーク方式の特記仕

様書（施工条件明示一覧表）により

施工条件が明確に示されており問

題は見られないが、この特記仕様書

（施工条件明示一覧表）だけで施工

するには十分とは言い切れない面

もある。今後は、設計者や現場監督

員の責任の明確化が一層求められ

ることが予想される。そのため、工

事現場の特徴に合わせた特記仕様

の記載も必要になってくると思わ

「検討中」

記載事項や記載内容について、庁内の関

係課とともに検討していきます。
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れる。引き続き記載事項や記載内容

について検討を積み重ねられたい。

（２）現場は一般車や歩行者の通行

も多く見られる。またバスルートで

もあるため、歩行者の安全確保はも

とよりバス、タクシー、一般車の交

通の円滑化と交通安全に最大限の

配慮をお願いしたい。

（３）旧進入路に接続する建物があ

り、ここへの出入りのため変則的な

形状にはなるが道路舗装を残さざ

るを得ない。このことは将来の維持

管理を考えると種々の問題（不法駐

車、ゴミの不法投棄など）が生ずる

恐れがあるため適切な対処法を検

討されたい。

「措置済み」

伊勢警察署の現場立会いの上、交通円滑

化や交通安全のため、路面標示等を行って

います。

「実施中」

公園管理者にて適宜パトロールを行っ

ています。

所管課等 監査結果（意見） 措 置 状 況

所管課

観光誘客課

（ア）派遣職員の人件費に対する経

費負担については「伊勢市職員の派

遣に関する協定書」に明記されてい

るが、伊勢志摩観光コンベンション

機構が負担すべき人件費に対して

も長年にわたって市から負担金が

支出されているため、職員を派遣し

ている他市町とも協議のうえ検討

されたい。

「検討中」

伊勢志摩観光コンベンション機構への人

件費負担については、他市町との負担方法

の差異もあり、協定書に基づいていない支

出となっているため、内容について調整・

協議をおこなっています。

公益社団法

人 伊勢志

摩観光コン

ベンション

機構

（ア)事業活動財源のほとんどは構

成市町からの負担金であり、その負

担金の原資は各市町民から納めて

いただいた税金である。このことを

再認識し、経費削減に努めるととも

「実施中」

現在、市町や会員から構成する伊勢志摩

観光企画委員会において、事業の効率化及

び経費削減を目的に事業仕訳作業を行っ

ており、最終的には理事会、総会を経て、
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に、事業の効率化を図るためにも事

業効果を測定し検証する手段を確

立されることを望む。

（イ）事業実施にあたっては専門的

な知識と経験が必要と思われるこ

とから、専門職の配置を早期に実現

できるよう検討されたい。

（ウ）事業が各自治体や観光協会な

どと重複しないよう各団体との連

携を密に図り、お互いに相乗効果が

得られるよう検討、調整されたい。

来年度予算に反映させたいと考えていま

す。

また、今後、事業効果を測定しうる目標

値を可能な限り設定し検証する手段を確

立します。

「実施中」

現在、旅行会社及び交通事業者から職員

を配置し、専門的な見地で事業に対し取り

組んでもらっています。

しかし、プロパーとして長期に携わるこ

とのできる専門職員がいないため、伊勢志

摩観光企画委員会の事業仕訳作業におい

て、早期の配置を検討しているところで

す。

「実施中」

事業実施にあたっては、広域で取り組む

ことで効果が出る事業を選択し実施して

います。

また、伊勢志摩観光企画委員会における

来年度事業仕訳作業においても、議論を積

み重ねているところです。

所管課等 監査結果（意見） 措 置 状 況

一般社団法

人 伊勢地

域勤労者福

祉サービス

センター

（ア）基本協定書第 16 条において、

施設利用者の意見等を反映させる

ためアンケート等を実施するよう

規定されているが、窓口等での意見

聴取しか実施されていない。利用者

へのサービスの向上を図るために

も、アンケートの実施や意見箱の設

置などを行い、その後の業務へ反映

させるよう望むものである。

「措置済み」

施設利用者の意見等を把握するため、６

月と７月に「施設利用者アンケート」を、

また、８月に平成 27 年度前期教室の受講

者を対象に「教室受講者アンケート」を実

施しました。

アンケートから得られた施設利用者の

意見・要望等については、施設管理や施設

利用者への応対改善、公共施設への教室受

講生募集・施設利用案内の掲示実施等、そ

の後の業務に反映しています。
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